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≪2024年度新設の「地域包括医療病棟入院料」の 
背景と点数を読み解く≫ 

 

■ 2024年度診療報酬改定が告示 

2024年 3月 5日、2024年度診療報酬改定の告知・通知が厚生労働省ホームページに掲載されました。

今改定は、賃上げを意識したベースアップ評価料や情報共有に向けた医療 DX 関連点数の新設のほか、30

年ぶりの食事療養費の見直し、18年ぶりの初診料の見直し（注1）、14年ぶりの再診料見直し（注1）が

行われました。DX 以外はいずれも物価高騰・賃金上昇を受けたものとなっていますが、決して楽観的な

内容の改定とはなっていません。（注1：消費税引き上げに伴う改定を除く） 

ほかにも、 

・ポストコロナウイルスの感染症対策 

・医療機関と介護保険施設等との連携の強化（協力医療機関の明確化） 

・外来医療の機能分化・強化等という名の下の特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料の見直し 

・処方箋料の大幅引き下げと後発医薬品使用の推進 

・ICTを用いた医療関係職種・介護関係職種等との連携 

・救急患者のいわゆる下り搬送に対する評価 

・小児入院医療管理料の見直し 

・精神科の地域包括ケア推進に向けた精神科地域包括ケア病棟の新設 

・入院における更なる機能分化（急性期一般入院料1の絞り込みと地域包括医療病棟の新設） 

・DPC/PDPS制度の見直し 

・効率的すぎる在宅医療の適正化 

・長期収載医薬品に対する選定療養費制度の導入 

――等々、外来も入院も在宅も多面的な見直しが実施されました。 

中でも、2030年代前半から急増が見込まれる85歳以上高齢者等の救急搬送受け入れを行いつつ、早期

退院に向けたリハビリテーション及び低栄養対策の栄養管理等により、要介護度悪化・低栄養・フレイ

ルといった課題にも対応すべく「地域包括医療病棟入院料」が新設されました。 

 

■ 複合ニーズを有する高齢者の増加 
特に高齢者救急の多くを占める誤嚥性肺炎や尿路感染症、脱水等をこの病棟で一定程度受け入れるこ

とで、特定機能病院や急性期一般入院料 1（7対 1配置）の負担増防止に寄与できます。結果として、特

定機能病院や急性期一般入院料 1 の医療機関の医師等医療従事者の負担軽減につなげることが狙いの一

つです。もう一つの狙いとしては、「ひと」や「もの」を重装備する病床以外の病床で中度から軽度の

高齢者救急をみられるよう役割分担ができれば、医療費の財源負担の軽減につながります。 

ただ、現状ではこのような患者は、急性期一般入院料 1 や同入院料 2～6 にも多数入院しています。

（図表1参照） 
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<図表1> 75歳以上の患者が一般病棟又は地域包括ケア病棟等に入院する際の入院先の内訳 

（カッコ内は、そのうち救急搬送による入院の割合） 

2023年8月10日 中医協「入院・外来医療等の調査・評価分科会」資料をもとに作成 

※１ 入院初日にDPC算定病床※２又は地域包括ケア病棟に入院する75歳以上の入院患者について件数の多い医療資源病名 

※２ 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般） 、専門病院入院基本料（7対 1、10対 1、

13 対 1） 、救命救急入院料 ・特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療

室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、一類感染症患者入院医療管理料、

小児入院医療管理料及び短期滞在手術等基本料３を算定する病床 

※３ 病床数は令和４年７月１日時点 

 

■ 将来を見据えた課題 
また、令和3年度における介護施設・福祉施設からの入院患者数は年間66万例にも及んでおり、75%が

急性期一般入院基本料を算定する病棟に入院、44%は急性期一般入院料 1の看護配置 7対 1病床に入院し

ており、介護ニーズをも有する患者がこれらの病床に多いことがわかります。 

 

＜図表2＞ 介護施設・福祉施設からの入院患者 

令和６年度の同時報酬改定に向けた意見交換会の資料をもとに作成 
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今後、急速に高齢者の割合が増えていく中で、その多くが罹患しやすい誤嚥性肺炎等で急性期一般入

院料 1～6 の病床が溢れかえる可能性があります。特に介護施設・福祉施設からの入院によって医療だけ

でなく介護と福祉の複合ニーズを有する患者の急増が見込まれます。 

これら人口構成と疾病構造の変化を背景に 2024 年度改定では、「急性期一般入院料で診るべき疾患・

状態とはどのようなものか、特に看護配置「7対 1」の急性期一般入院料 1と、それ以外の急性期一般入

院料2～6や地域包括ケア病棟等の在り方」が中医協において議論されました。 

高齢者の誤嚥性肺炎や尿路感染症等は、「10対1」や「13対1」の病床において対応しているケースも

少なくありません。貴重な医療資源を有効に活用するという観点から見れば「10対1」や「13対1」の病

床で診るべきというのが、保険財源を預かる立場の支払側から出るのは当然です。 

しかしながら、“「13 対 1」では救急患者への対応が容易でない”という診療側、特に看護側の立場

が示された結果、「10対1」で受け止めるべきとなりました。 

一方、「7対 1」の急性期一般入院料 1では、「重症度、医療・看護必要度」の患者の状況や介助の実

施を評価する「B項目」が評価の対象から外れ、臨床的なデータに基づく指標であるA項目とC項目の厳

格化が図られました。 

このような流れもあって、結果的には急性期における役割分担が一層進められました。  

 

 

■ 地域包括医療病棟入院料の要件 

前述のように地域包括医療病棟入院料は、複合ニーズを有する高齢者の増加に対応すべく誕生した入

院料です。施設基準等の主な要件は、次のとおりです。 

⚫ 算定上限は90日（90日を超えた場合は地域一般入院料3（1,003点）に準拠） 

⚫ 全員に入棟後原則 48 時間以内に ADL・栄養状態・口腔状態の評価を実施し、リハビリテーショ

ン・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成 

⚫ 退棟時にも評価を行うこと及びリスクに応じた期間での再評価の実施が望ましい 

⚫ 医療法上の一般病床 

⚫ 看護職員配置10対1以上（看護師7割） 

⚫ 平均在院日数21日以内（算定期間は90日以内） 

⚫ 在宅復帰率8割以上 

⚫ 自院一般病棟からの転棟（転入）患者割合5%未満 

⚫ 救急搬送患者の割合15%以上 

⚫ 救急搬送患者の24時間の受入体制 

⚫ 病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を2名以上配置 

⚫ 病棟専任の常勤の管理栄養士を１名以上配置 

⚫ ADL等維持向上及び栄養管理等に必要な体制 

⚫ リハビリテーションの実施に必要な体制（脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビ

リテーション料の届出、病室面積6.4㎡/1人以上、廊下幅1.8m以上が望ましい 等） 

⚫ 入退院支援加算1の届出 

⚫ データ提出加算の届出 

⚫ 特定機能病院・専門病院入院基本料・急性期充実体制加算の届出施設は届出不可 

などと共に、重症度、医療・看護必要度の要件として、次の割合が求められています。 
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重症度、医療・

看護必要度Ⅰ 

重症度、医療・

看護必要度Ⅱ 

基準➀ 
当該病棟入院患者が 

右記のいずれかに該当 

A項目の得点が2点以上かつB項目の得点が3点以上 

16％以上 15%以上 A項目の得点が3点以上 

C項目の得点が1点以上 

基準➁ 
新入棟患者が右記に 

該当 
入棟初日にB項目の得点が3点以上 50%以上 50%以上 

上記のうち、注目されがちなのが前述の看護職員の配置割合や平均在院日数の要件、自院一般病棟か

らの転棟（転入）や救急搬送患者の割合ですが、「看護職の夜勤時間 72 時間ルール」の対象外となって

いることも見逃せません。 

なお、「重症度、医療・看護必要度」については、寝返りや食事の摂取などの患者の状況等を測る 

「B 項目」が、「3 点以上 50%以上」となっており、これが意味するところは要介護認定を受けている高

齢者が入所する介護施設等からの入院受け入れを強く意識しての設定だと推察できます。 

 

■ 地域包括医療病棟入院料と地域包括ケア病棟入院料等との比較 

地域包括医療病棟入院料は、療養病床よりも医師配置数が多く求められる一般病床しか届出ができま

せん。地域包括ケア病棟入院料の場合は、一般病床及び療養病床のどちらからでも届出を行うことが可

能です。この他にも要件が下記のように異なっていますが、端的に言えば地域包括医療病棟入院料は救

急搬送患者の受入機能が強く求められているように、急性期機能の面が強く求められ、地域包括ケア病

棟入院料は、在宅医療や介護事業との連携が強く求められています。 

地域包括医療病棟入院料は、急性期と回復期の両方の機能を有する“二刀流型”ですが、平均在院日

数要件「21日以内」や24時間の救急搬送受入体制などの施設基準を見る限り、地域包括ケア病棟入院料

よりも急性期寄りにあると言えます。 

 

＜図表3＞ 急性期一般病棟、地域包括医療病棟、地域包括ケア病棟の概要 
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■ 地域包括医療病棟入院料の点数 

診療報酬点数表の特定入院料の項にある地域包括医療病棟入院料の役割は、「高齢者の救急患者等に

対して、一定の体制を整えた上でリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包

括的に提供する役割を担うもの」として留意事項通知に位置づけられています。 

地域包括医療病棟入院料には簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料等の費用

は、地域包括医療病棟入院料3,050点（1日につき）に包括されているため、別に算定できません。 

そのほか入院料の包括範囲はDPC/PDPSと同じで、以下の通りです。 

 
地域包括医療病棟入院料 （１日につき）  3,050点 （90日まで） 

包

括

範

囲 

○ 入院基本料 

○ 入院基本料等加算 

臨床研修病院入院診療加算、救急医療管理加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加

算、特定感染症患者療養環境特別加算、栄養サポートチーム加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充

実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算（１に限る）、データ提出加算、入退院支援加

算（１のイに限る）、医療的ケア児（者）入院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、地域医療体

制確保加算及び協力対象施設入所者入院加算を除く。 

○ 医学管理 

手術前医学管理料、手術後医学管理料 

○ 検査 

心臓カテーテル検査、内視鏡検査、血液採取以外の診断穿刺・検体採取料並びにこれらに伴う薬剤及び特定保険医療材料を除

く。 

○ 画像診断 

画像診断管理加算１～４、造影剤注入手技（主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合）並びに造影剤注入手技（主要血管

の分枝血管を選択的に造影撮影した場合）に伴う薬剤及び特定保険医療材料を除く。 

○ 投薬、注射 

抗悪性腫瘍薬等の除外薬剤・注射薬、無菌製剤処理料を除く。 

○ リハビリテーション及び精神療法で使用される薬剤（※リハビリテーション及び精神療法については包括の対象外で出来高算

定が可能） 

○ 処置 

人工腎臓等、局所陰圧閉鎖処置等の1,000点以上の処置並びにこれらに伴う薬剤及び特定保険医療材料を除く。 

○ 病理標本作製料 

術中迅速病理組織標本作成を除く 

※人工透析（人工腎臓）・手術・麻酔・放射線治療などについては包括の対象外で出来高算定が可能 

別途、算定可能な注の加算は次のとおりです。 

注

の

加

算 

◎初期加算150点／日（14日限度）  

◎看護補助体制加算（14日限度）  

  25対１看護補助体制加算（看護補助者５割以上）240点／日 

  25対１看護補助体制加算（看護補助者５割未満）220点／日 

  50対１看護補助体制加算 200点／日 

  75対１看護補助体制加算 160点／日 

◎夜間看護補助体制加算 ※看護補助体制加算の加算 

  夜間 30対１看護補助体制加算  125点／日 

  夜間 50対１看護補助体制加算  120点／日 

  夜間 100対１看護補助体制加算 105点／日 

◎夜間看護体制加算71点／日 ※看護補助体制加算の加算 

◎看護補助体制充実加算 ※看護補助体制加算の加算 

   看護補助体制充実加算１  25点／日 

   看護補助体制充実加算２  15点／日 

   看護補助体制充実加算３   5点／日 

◎看護職員夜間12対１配置加算（14日限度） 

   看護職員夜間12対１配置加算1  110点／日 

   看護職員夜間12対１配置加算２   90点／日 

◎看護職員夜間16対１配置加算（14日限度） 

   看護職員夜間16対１配置加算１   70点／日 

   看護職員夜間16対１配置加算２   45点／日 

◎リハビリテーション・栄養・口腔連携加算80点／日（14日） 
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注の加算点数とリハビリテーションなど出来高点数を積み上げていくと、入院初期の点数は 1 日

あたり 4,000 点超に達することになります。従って、急性期一般入院基本料を算定する病棟が同等

の点数であれば病棟再編の可能性があります。現実的には、重症度、医療・看護必要度の測定で不

利な内科系病棟であって、高齢者の救急搬送入院が多いことが要件になります。もちろん、その場

合であっても、前述の平均在院日数要件、在宅復帰率、自院一般病棟からの転入割合、入退院支援

加算1の届出などをクリアする必要があるため、決してハードルが低いものとは言えません。 

急性期一般入院料の病床数が相当数ある場合に一部の病棟を移行、もしくは 1 日あたり点数が同

等で要件が合う場合であれば、全床を転換すると選択もあり得ると思いますが、現時点では多くは

なさそうです。 
 

■ 地域医療構想における地域包括医療病棟位置づけを予測 

地域包括医療病棟の位置づけは、地域医療構想の病床機能報告においてどのようになるのか気がかり

なところです。急性期医療と回復期医療の両方の機能の一部を担うということを前提に、筆者が独自判

断で「2021 年度病床機能報告」にあてはめてみたところ、次図の赤色の点線囲みの位置づけになりまし

た。 

今後、「ポスト地域医療構想 2025」の検討が行われる際は、地域包括医療病棟の位置づけが病床機能

報告のポイントとなると感じています。 

 

＜図表4＞ 地域医療構想における地域包括医療病棟の位置づけ 

 

 

 

 

株式会社仲野メディカルオフィス 代表取締役 仲野 豊 

https://friendly-field.jp/ 

https://friendly-field.jp/

